
上越市安塚区一般廃棄物最終処分場（円平坊）維持管理点検簿（令和元年度） 

①毎月の点検状況 
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4月 4/22 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

5月 5/20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

6月 6/24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

7月 7/23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○    

8月 

上越市安塚区一般廃棄物最終処分場（円平坊）については、令和元年 6月 28日付で新潟県上越地

域振興局に廃止確認申請を行い、同年 7月 31日付で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 9条第 5

項の規定に基づく技術上の基準に適合していることの確認（廃止確認通知）を受けたことにより、本

処分場を廃止しました。このため、水質検査を含めた毎月の定期的な維持管理点検は不要となったこ

とから、令和元年 7月（水質検査は 6月）を以って終了しました。 

なお、今後もこれまで通り、地震、大雨、土砂流出等による災害発生の危険がある場合は、その都

度、異常の有無を確認するほか、随時、現状確認のための点検を実施していきます。 

   

9月    

10月    

11月    

12月    

1月    

2月    

3月    

○異常なし  ×異常あり    

              



②埋立てた一般廃棄物の種類及び数量（基準省令第 1条の 2項第 20号） 

埋立日 埋立物 埋立数量（ｔ） 

   

   

   

   

   

   

計  

 

③残余埋立容量（基準省令第 1条の 2項第 20号） 

測定日 埋立容量（㎥） 埋立済量（㎥） 残余容量（㎥） 

H25.4.1 12,000 9,628 2,372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


